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市
役
所
で
受
け
付
け
て
い
る
東
日
本
大

震
災
の
義
援
金
に
つ
い
て
、皆
さ
ま
か
ら

の
温
か
い
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
市
役
所
で
お
預
か
り
し
た

義
援
金
は
、左
記
の
通
り
で
す
。

４
月
26
日
現
在１０

５
０
万
７
７
３
円

市
役
所
で
は
、引
き
続
き
義
援
金
の
受

け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

人
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
き
、市

災
害
対
策
本
部
、消
防
、警
察
な
ど
が
避
難

の
勧
告
や
指
示
を
行
い
ま
す
の
で
、指
定

避
難
所
へ
避
難
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、地
域

に
危
険
が
迫
っ
た
と
判
断
し
た
場
合
は
、

自
主
的
に
避
難
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。

避
難
す
る
際
に
は
、自
主
防
災
組
織
・
自

治
会
単
位
で
行
動
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

で
す
。い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
、家
庭

や
自
治
会
な
ど
で

あ
ら
か
じ
め
避
難

所
や
避
難
経
路
を

決
め
て
お
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

 
学校関係は体育館　　
勝浦小学校
上西郷小学校
神興小学校
神興東小学校
津屋崎小学校
福間小学校
福間南小学校
津屋崎中学校
福間中学校
福間東中学校
光陵高校
水産高校
公共施設など
カメリアホール
福津市中央公民館
宮司コミュニティセンター
福間体育センター
津屋崎体育センター
市立図書館
ふくとぴあ
あんずの里農林業体験実習館
福祉会館「潮湯の里夕陽館」

勝浦２２５５
内殿５９１-４
東福間６丁目４-１
津丸９５０
津屋崎８丁目４-１
西福間２丁目４-１
福津市６７
津屋崎１丁目５-１６
花見が丘２丁目１０-１
津丸６６３
光陽台５丁目
津屋崎４丁目４６-１４

津屋崎１丁目７-２
手光２２２２
宮司浜２丁目１５-１
西福間２丁目９-１
津屋崎１丁目５-１
中央１丁目１-２
手光南２丁目１-１
勝浦１６６７-１
津屋崎１丁目３７-１７

標高（単位：ｍ）

７.５
２９.０
６１.３
３５.４
２.９
９.２
９.２
５.０
１３.７
３２.９
４２.５
１.９

４.０
２１.０
６.４
５.８
５.０
１５.６
１５.８
２０.０
３.０

住　所名　称

避
難
時
に
慌
て
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
も
、日
頃
か
ら「
非
常
時
持
ち
出
し
品
」

を
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。持
ち
出
し

品
は
、「
非
常
食
料
」、「
携
帯
ラ
ジ
オ
」、

「
飲
料
水
」、「
救
急
薬
品
・
常
備
薬
」、「
懐

中
電
灯
」、「
貴
重
品
」と
い
っ
た
も
の
で

す
。乳
幼
児
が
い
る
場
合
は「
粉
ミ
ル
ク
や

離
乳
食
」、持
病
が
あ
る
人
は「
常
備
薬
」な

ど
必
要
な
も
の
は
家
庭
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。

量
の
目
安
は
、支
援
物
資
が
届
く
ま
で

の
３
日
間
程
度
を
基
本
に
、重
さ
と
必
要

度
を
考
慮
し
ま
す
。重
す
ぎ
る
と
避
難
に

も
支
障
が
で
る
の
で
、軽
量
で
コ
ン
パ
ク

ト
な
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

ま
た
避
難
の
際
は
動
き
や
す
い
ス
ニ
ー

カ
ー
が
お
勧
め
で
す
。

●
リ
ュ
ッ
ク

避
難
グ
ッ
ズ
を
入

れ
る
の
は
持
ち
運

び
が
楽
な
リ
ュ
ッ

ク
タ
イ
プ
を
選
び

ま
し
ょ
う
。

●
非
常
用
飲
料
水

生
き
る
た
め
に
は

食
料
よ
り
も
水
が

大
切
で
す
。１
日
１

〜
１
・
５
リ
ッ
ト
ル

程
度
を
目
安
に
３

日
分
を
準
備
。

●
携
帯
ラ
ジ
オ

大
切
な
情
報
源
に

な
り
ま
す
。

●
懐
中
電
灯

停
電
時
の
必
需

品
。存
在
を
知
ら

せ
る
シ
グ
ナ
ル
に

も
な
り
ま
す
。

●
救
急
薬
・
常
備
薬

●
予
備
電
池

●
笛

自
分
の
居
場
所
を

知
ら
せ
る
ほ
か
、

他
人
に
危
険
を
知

ら
せ
る
と
き
も
役

立
ち
ま
す
。

●
携
帯
用
ト
イ
レ

地
震
の
場
合
は
断
水
と
な
り
、避
難
所
の

ト
イ
レ
は
劣
悪
な
環
境
に
な
り
ま
す
。

●
レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ト

●
貴
重
品

通
帳
や
保
険
証
の

コ
ピ
ー
、現
金
、10
円

玉（
公
衆
電
話
用
）

●
下
着
、衣
類

●
非
常
用
食
料
品

乾
パ
ン
や
お
粥
の

缶
詰
、ア
ル
フ
ァ

米
、栄
養
補
助
食

品
な
ど

●
タ
オ
ル

汚
れ
を
拭
く
、保
温
、

枕
な
ど
、用
途
は
さ

ま
ざ
ま
。
数
枚
用
意

し
て
お
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

●
ア
ー
ミ
ー
ナ
イ
フ
セ
ッ
ト

傷
の
手
当
て
、食
料

の
準
備
な
ど
用
途
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

●
緊
急
連
絡
先

●
本
人
証
明
証

保
険
証
、免
許
証
、

診
察
券
、有
価
証
券

の
コ
ピ
ー
な
ど

●
手
袋
・
マ
ス
ク

●
折
り
た
た
み
ポ
リ
タ
ン
ク

●
筆
記
具

●
家
庭
に
よ
る
必
需
品

●
眼
鏡
・
コ
ン
タ
ク
ト
、入
れ
歯
な
ど
、乳

児
が
い
る
場
合
は

哺
乳
ビ
ン

義
援
金
の
お
礼

非
常
時
持
ち
出
し
品
を

準
備
し
て
お
く

●
災
害
が
発
生
し
た
と
き
の
行
動
の
目
安 Bousai

自
主
防
災
組
織
・
自
治
会

単
位
で
最
寄
り
の
避
難
所
へ
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福
岡
県
が
提
供
す
る
防
災
情
報
等
メ
ー

ル
配
信
シ
ス
テ
ム「
防
災
メ
ー
ル
・
ま
も
る

く
ん
」は
、携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
機
能
を

利
用
し
て
、登
録
し
た
人
の
携
帯
電
話
に

災
害
時
の
情
報
や
地
域
防
犯
情
報
を
伝

え
ま
す
。
ま
た
、受
信
し
た
い
情
報
の
種

類
や
程
度
は
、登
録
時
に
任
意
に
設
定
で

き
ま
す
。な
お
、登
録
料
は
無
料
で
す
が
、

パ
ケ
ッ
ト
料
金（
通
信
料
金
）は
利
用
者
負

担
と
な
り
ま
す
。６５歳になると、住民税の公的年金からの引き落とし（年金特別徴収）が始まります

平成２１年から住民税の公的年金からの引き落とし制度が始まっています。この制度の導入により、年金を支
給する年金保険者が、年金に掛かる住民税を公的年金から天引きし市町村へ直接納めるようになります。これは
納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。

平成２３年４月１日で６５歳以上の公的年金の受給者
※介護保険料が年金から引き落とされていない人や公的年金の金額が１８万円未満の人、引き落とされる保
険料や税の合計額が年金額を超える人などは対象外です。

老齢基礎年金など

●特別徴収を開始する年度の徴収方法
・上半期（年度前半）は、年税額の１／４ずつを、６月・８月に普通徴収（※１）します。
・下半期（年度後半）は、年税額から上半期に普通徴収した額を差し引いた残りの額を、１０月・１２月・２月におけ
る公的年金の支払ごとに特別徴収（※２）します。
（※１）普通徴収→納付書や口座振替による納付 （※２）特別徴収→年金からの引き落としによる納付

●２年目以降の徴収方法
・上半期の年金支給月（４月、６月、８月）ごとに、前年度の下半期の特別徴収額の３分の１を仮徴収します。
・下半期の年金支給月（１０月、１２月、２月）ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた残
りの額の３分の１を本徴収します。

年金支給額の変更や税申告により、年度の途中で所得あるいは控除の変更があった場合、年金からの特別徴収が
一旦停止されることがあります。その場合、次の年度は、年金の特別徴収の開始年度と同じ徴収方法になります。

問い合わせ 市税務課市民税係（福間庁舎）　☎４３・８１１７

大
雨
・
台
風
・
地
震
・
津
波
な
ど
の
防

災
気
象
情
報
や
避
難
勧
告
情
報
な
ど

気
象
情
報
の
発
表
に
合
わ
せ
て
、お
住

ま
い
の
地
域
の
気
象
に
関
す
る
注
意
報
・

警
報
情
報
、台
風
情
報
、地
震
情
報
、津
波

情
報
な
ど
を
受
信
で
き
ま
す
。

ま
た
、県
か
ら
の
災
害
時
の
注
意
の
呼

び
掛
け
、市
か
ら
の
避
難
勧
告
な
ど
の
防

災
情
報
も
受
信
で
き
ま
す
。

災
害
時
の
安
否
情
報
通
知

利
用
登
録
時
に
、あ
ら
か
じ
め
安
否
を

知
ら
せ
た
い
人（
ご
家
族
や
友
人
な
ど
）の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
登
録
し
て
お
き
ま
す
。

県
内
で
震
度
５
弱
以
上
の
地
震
が
起
こ
っ

た
と
き
な
ど
は
、簡
単
な
操
作
で
ご
自
身

の
安
否
を
伝
え
る
メ
ー
ル
を
配
信
で
き
ま

す
。

福
岡
県
避
難
支
援
マ
ッ
プ

避
難
所
・
徒
歩
帰
宅
者
支
援
ス
テ
ー
シ

ョ
ン・
災
害
拠
点
病
院
・
救
急
病
院
の
施
設

情
報
を
、携
帯
電
話
で
提
供
し
ま
す
。
Ｇ

Ｐ
Ｓ
機
能
付
携
帯
電
話
な
ら
、現
在
地
か

ら
目
的
施
設
ま
で
の
推
奨
ル
ー
ト
も
教
え

て
く
れ
ま
す
。

「
防
災
メ
ー
ル・ま
も
る
く
ん
」に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ

県
消
防
防
災
課
　
☎
０
９

２
・
６
４
３
・
３
１
１
２

登
録
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（
m
am
oru@
bousaim
obile.pref.

fukuoka.lg.jp）に
空
メ
ー
ル
を
送
信

し
、そ
の
返
信
メ
ー
ル
の

内
容
に
従
っ
て
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

運
用
を
開
始
し
て
約
１
年
半
が
経
過

い
た
し
ま
し
た
デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政
無

線
に
つ
い
て
、改
め
て
そ
の
運
用
方
法

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

火
災
発
生
時
の
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
す
い
め
い

は
、

消
防
団
員
の
招
集
命
令
に
な
り
ま
す
。

消
防
団
全
員
で
消
火
業
務
に
あ
た
っ

て
い
る
建
物
・
林
野
火
災
に
つ
い
て
は
、

火
災
発
生
事
実
の
団
員
へ
の
周
知
に
遅

れ
を
き
た
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
、昨

年
の
９
月
１
日
か
ら
火
災
発
生
時
の
サ

イ
レ
ン
吹
鳴
箇
所
を
全
区
域
に
変
更
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、サ
イ
レ
ン
吹
鳴
後
、被
災
地
区

（
福
津
市
○
○
区
付
近
な
ど
）お
よ
び
火

災
種
別（
建
物
火
災
若
し
く
は
林
野
火

災
）に
つ
い
て
、放
送
も
し
て
い
ま
す
。

放
送
時
間
に
つ
い
て
は
、午
前
８
時
半

か
ら
午
後
９
時
ま
で
で
す
。

な
お
、何
時
で
も
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー

ビ
ス
で
火
災
種
別
・
発
生
地
区
の
確
認

が
で
き
ま
す
。番
号
は
以
下
の
と
お
り

で
す
。

☎
０
１
８
０
・
９
９
９
・
０
９
０

（
火
災
緊
急
放
送
）

消
防
団
業
務
に
対
す
る
、皆
さ
ん
の

ご
理
解
、ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

市
生
活
安
全
課（
福
間

庁
舎
）　
☎
４
３
・
８
１
０
７

JR九州運行情報 花粉情報

紫外線情報 熱中症情報

そのほか、お役立ち
情報もあります!!
そのほか、お役立ち
情報もあります!!

登
録
方
法

防
災
情
報
等
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム

ま
も
る
く
ん
の
主
な
機
能

123

防
災
行
政
無
線
の

運
用
方
法
に
つ
い
て
!

対象者

対象となる年金

特別徴収の方法

歳の人にお知らせ

公的年金受給者で

65 平成２３年４月１日現在で

平成２３年度の年税額が６万円の場合
徴収方法

普通徴収

特別徴収

期　別

上半期

下半期

年金支給月 徴　収　税　額 年税額６万円の場合の計算例

平成 ２３年 ６月

平成 ２３年 ８月

平成 ２３年 １０月

平成 ２３年 １２月

平成 ２４年 ２月

１５,０００円

１５,０００円

１０,０００円

１０,０００円

１０,０００円

年税額（６万円）の４分の１

同上

年税額（６万円）の６分の1

同上

同上

平成２４年度の年税額が９万円の場合
徴収方法

特別徴収

期　別

上半期
(仮徴収)

下半期
(本徴収)

年金支給月 徴　収　税　額 年税額９万円の場合の計算例

平成２４年  ４月
平成２４年  ６月
平成２４年  ８月

平成２４年  １０月

平成２４年  １２月
平成２５年  ２月

１０,０００円
１０,０００円
１０,０００円

２０,０００円

２０,０００円
２０,０００円

平成２３年度の下半期分の額（３万円）の３分の１
同上
同上

同上
同上

年税額（９万円）から仮徴収した額（１万円×
３か月分）を控除した額（６万円）の３分の１


